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キャンパス・ハラスメントに関するアンケートの調査結果について 

 

キャンパス・ハラスメント防止委員会 

 

本学では，キャンパス・ハラスメント防止に関するガイドラインの設置や，教職

員を対象に講演会を開催するなど，防止活動に努めております．また，新たにキャ

ンパス・ハラスメントの相談窓口を外部にも設けるなどの取組みや，キャンパス・

ハラスメントに関する実態を把握し，本学の教育・職場環境の改善を図ることを目

的にアンケート調査を実施しております． 

今回，教職員に加えて学生も対象としたアンケート調査を平成２４年３月に実施

し，その集計を行いましたので，その結果を以下に報告致します． 

 

アンケート実施期間：平成２４年３月２３日〜９月３０日 

アンケート方法  ：Web による設問・回答方式 

アンケート回答者総数：４１７名（教職員・学生等の本学関係者） 
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ハラスメントと感じたもので最も多かったのは，「①言葉の暴力といえるようなひ

どい非難叱責を受けた」であり，６０名（アンケート回答者総数４１７名の約１５％）

の回答者がありました．次いで，「⑥学業・研究・業務等を妨害するような言動を受け

た」，「③私生活に干渉するようなことを言われたりされた」の順となっています。また，感

じたことがあるとしたそれぞれの事項に対して，半数以上の人がその程度が深刻だった

と回答しているものは，「①言葉の暴力」，「②事実無根のうわさ」，「⑤非常識な時間で

の命令」，「⑥学業・研究・業務等の妨害」と「⑦不当な扱い」となっています． 

 

最も深刻だったものは，やはり「①言葉の暴力」であり，次いで「⑥学業・研究・

業務等の妨害と⑦不当な扱い」となっています． 
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その他の理由には，以下の記載がありました． 

・かなり昔の状況で，現在はなくなっている 

・研究および実験の性質上，実験が深夜早朝にまで及ぶのは仕方のないことだ

と思ったから 

・冗談程度のもので特に問題だと思わなかったから 

・大変ではあったが，研究に関することなので特に問題には思わなかった 

・立場上，できなかった 

・相談するほどの内容でもないから 

・周りの同僚も周知の事実だから 

・事実無根なので無視した 

・学部が抱えている根本的問題に起因するから 
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その他には，以下の記述がありました． 

・加害者に対して何らかの処罰を与える 

・職業人として、最低限必要な意識を持ってもらう必要があると思います 

・トラブルの発生やその後の対応に主眼を置いているようであるが，目標にすべ

きは職場での業務の円滑な進行であり，従って、トラブル，特にその発生原因を

未然に防ぐための方策とその実施が最も重要である 

・義務教育段階での倫理教育の徹底 

・内部の相談員だと秘密漏洩の可能性が高いし、相談室に入る時に人の目にさら

されるので、外部の相談員を設置した方が良い 

・どのようなことが大学で起こっているのかについては差し障りのない範囲内で

公表する 

・相談員がそれに相応しい人選なのか、単に持ち回りでなく、熟慮して欲しい 

・質問事項を具体的にしてアンケートをとるなど、自分の行動を客観的に見るチ

ャンスが必要です．ハラスメントを行っている人ほど，「自分はそのようなこと

をしていない」と思い込んでいるように思います 

・学外の弁護士への相談を大学が支援すべき 

・匿名の窓口があれば、その存在を強調して欲しい 

・人員の構成を検討する必要がある．上記チェック項目を厳格に行う必要がある 

・特に有効と思えるものが上記に無い 

・このようなアンケートはいいと思う 

・どのような行為がハラスメントに該当するのか「それを知ってほしい人に」周

知する 

・謹慎，もしくは除籍 
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・真にハラスメントである事例について、しっかり実態を把握すべき．実際には

ハラスメントではないのに、それを無用な紛争の手段に使わない．表に出てこな

い、集団による陰湿な個人のイジメが最もよろしくないので、それを防止する意

識がまず必要 

・他大学も含め事例とその対処について掲示等により公表する．本人が特定され

ないよう、配慮する 

・こういうハラスメントがありましたよという内容や事例は、事実関係が確定後

に、人物名は伏せて公表すべき 

・ハラスメント（される側の）認識の改善 潔癖すぎると思う 
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キャンパス・ハラスメントの事例としてこのようなことが該当すると思われています。 
（設問№１１から回答の概略をまとめたものです）    
     
         
・実験装置の扱いを間違えた際に「大学に来た意味ない」などと言われた。  
       
・不適切な言動をとる職員に対して、注意、監督するように依頼したが、何の対応もしてもら
えなかった。  
        
・相手の立場を考えない非常に一方的な批判を受けた。 
 
・人格を否定するようなことを言われた。 
 
・多数の職員の前であからさまな批判を受けた。"     
    
・先輩同士が競うような形で雑務を投げ込んできた    
     
・勤務時間内に自分の車で、私的な買い物や用事を命令された。 
         
・退職を勧告するようなメールを送られた。     
    
・転職・退職推奨、学生教育・研究の機会剥奪、不当な伝聞による叱責、能力と学位への無能
を言われた、事務業務の拒否の噂を流された。     
    
・論文がほぼ完成している時期に新たに研究の本筋から外れた追加の実験を指示された。 
         
・普通の感覚では突っかからないところでものすごく突っかかってくる。 
 
・ものすごくねじまがった観点で物事をとらえているかのような返しをされる。 
       
・飲み会の席で、プライベートに関することを聞かれた。    
     
・出所不明や事実無根の噂を流された。 
         
・執拗に謝罪を要求された。 
       
・差別的な発言を激しい叱責口調で受けた。 
 
・委員や係を任されないという、職務を割り当てない形での嫌がらせを受けた。  
      
・自分が意図しない業務のマネージメントを強要された。    
     
・かなり以前に体の一部を触られた。相談した職員も何もしてくれなかった。 
 
・上司の選り好みで人事異動が行われた。 
        
・仕事中に職員が、性的な話をしていた。     
    
・イベントや締切等の直前や当日になって指示を出し、土日深夜問わず作業させる。直前にな
って新しいことを言い出すため事前に準備していたものがムダになる。 
 
・就職活動で、「そこは受かるわけない」などと言われた。就職活動をすることにいい顔をし
ない。 
 
・私的な用事につき合わされる。      
  
・毎日のように、卒業させないと言われた。 


